
船舶インシデント調査報告書 

令和元年８月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（電源喪失） 

発生日時 平成３０年７月２１日 １７時２０分ごろ 

発生場所 兵庫県神戸市須磨
す ま

海岸南方沖 

 須磨海づり公園塔灯から真方位１６７°３.３海里付近 

 （概位 北緯３４°３４.９′ 東経１３５°０７.２′） 

インシデントの概要 液体化学薬品ばら積船第十友
ゆう

昇
しょう

丸は、航行中、発電機の運転がで

きなくなって電源が喪失し、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 平成３１年３月８日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

液体化学薬品ばら積船 第十友昇丸、１９９トン 

１３４５５４、有限会社友昇汽船 

ディーゼル機関、４サイクル、出力７３５kＷ、回転数毎分３９５、

６気筒、ボア２６０mm、使用燃料Ａ重油 

 乗組員等に関する情報 船長、五級（航海）（旧就業範囲） 

機関長、五級（機関）（機関限定） 

 負傷者 なし 

損傷 なし 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

インシデントの経過 本船は、船長及び機関長ほか２人が乗り組み、航行中、冷却海水系

統のこし器が詰まり、清水冷却器内の海水側に繁殖した藻等で冷却海

水量が不足して冷却清水が高温となり、１号発電機が停止して船内電

源が喪失し、２号発電機に切り換えて同電源を復旧した後、２号発電

機も運転できなくなり、再び船内電源が喪失して運航不能となった。 

分析 本船は、航行中、冷却海水系統のこし器が詰まり、清水冷却器内の

海水側に繁殖した藻等で冷却海水量が不足して冷却清水が高温となっ

たことから、１号発電機に続いて２号発電機も運転ができなくなり、

船内電源を喪失して運航不能となったものと考えられる。 

原因 本インシデントは、本船が、航行中、冷却海水系統のこし器が詰ま

り、清水冷却器内の海水側に繁殖した藻等で冷却海水量が不足して冷

却清水が高温となったため、１号発電機に続いて２号発電機も運転が

できなくなり、船内電源を喪失したことにより発生したものと考えら

れる 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・機関室で機器の見回りを行う際、清水冷却器の冷却海水の入口及



び出口に温度差があることを確認すること。 

・清水冷却器の海水側、冷却海水こし器等は定期的に開放整備を行

い、海水流路内に付着した藻等を除去すること。 

 


